
4 長薬発第 718 号 

令和 4年 10 月 4 日 

 

地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

 

長野県薬剤師会 

 会長 日野 寛明 

 

With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 

9月26日から発生届の対象が全国一律で見直されるとともに、健康フォローアップセ

ンターについては、医療機関を受診しない陽性者や届出対象外の患者（陽性者）への対

応を行なう健康フォローアップセンターを全都道府県で設置することとされており、長

野県は「軽症者登録センター」「長野県健康観察センター」として運用されています。

(長野市・松本市は各保健所となります。) 

本通知では、今後の発生届や健康フォローアップセンターの運用等や、都道府県が行

う無料検査事業や医療用・一般用検査キットによる自己検査と健康フォローアップセン

ターの関係、新型コロナウイルス感染症治療薬の提供体制、公費支援などについても記

載されています。 

また、Withコロナにおいて、国民一人ひとりが健康をまもるために必要なセルフケア

の推進についてのリーフレットも作成されています。 

検査キットや常備薬等への対応はもとより、地域の健康フォローアップセンターや医

療機関の情報等について、薬局からの適切な情報発信が重要となります。 

つきましては、貴会におかれましては、引き続き地域の関係者と連携いただき、地域

の医療提供体制・医薬品提供体制の確保、地域住民のセルフケアの支援に特段のご配意

を賜りますよう、よろしくお願いします。 

  

※長野県の各相談窓口については、長野県公式ホームページ・新型コロナウイルス感

染症対策総合サイトをご確認ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona.html 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 長野県薬剤師会  

事務局長 中島 ／ 保険医療課 桐山 

〒390-0802 松本市旭 2-10-15 

℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  

E-mail：hoken3@naganokenyaku.or.jp 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html  

 
 

 
https://www.mhlw.go.jp/content/000928216.pdf  

 
.  

 
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html  

 
https://www.mhlw.go.jp/content/000835169.pdf  

 
.  

 
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1  

 
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_2  

 
https://kayoinoba.mhlw.go.jp/  

 
(https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikanfukushishisetsu.html#h2_4) 

 
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/cu_covid-19/yobo/index.html  
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